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財産の

 2,500

年までに特別 除額を 用した場合

には、2,500 ら に 用した額を

除した 額 特別 除額となります。

特別 除額を えた に対して、

の   
を適用して計 します。

贈与者 くなった の相 の計 上、

相 財産の価額に相 を適用し

た贈与財産の価額（贈与 の 価）を加

して相 額を計 します。 

その 、 に 付した贈与 相当額を相

額 ら 除します。な 、 除しきれ

ない金額は還付されます。

財産の

110

除 の 価 に対して、贈

与者と受贈者との 柄及び受贈者の年

齢に 、

を適用して計 します。

である贈与者 ら財産の贈与を受

け、 つ、受贈者 贈与の年の に い

て 20 上である場合には、「特例 」を適

用して計 します。

また、「特例 」の適用 ない財産につい

ては、「 」を適用して計 します。

上記 を適用した贈与 額の計 方 な

ど、 しくは を ください。

贈与者 くなった の相 の計 上、原

として、相 財産の価額に贈与財産の価額を

加 する はありません。 

ただし、相 年 内に贈与を受けた

財産の価額（贈与 の 価）は加 しなければ

なりません。

その 、 に 付した贈与 額を相 額

ら 除します。な 、 除しきれない金額は還

付されません。 

1

　「相 」を すると、その

に係る贈与者 ら贈与を受ける財産について

は、その をした年 て「相

」 適用され、「 年 」へ する

ことはできません。


